
奈
良
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
案
）
新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

（
政
務
活
動
費
の
交
付
の
辞
退
届
）

第
一
条
の
二

条
例
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
辞

退
届
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
会
派
結
成
届
等
）

（
会
派
結
成
届
等
）

第
二
条

条
例
第
六
条
第
一
項
の
会
派
結
成
届
は
、
第

第
二
条

条
例
第
六
条
第
一
項
の
会
派
結
成
届
は
、
第

一
号
様
式
の
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
及
び
３

略

２
及
び
３

略

（
収
支
報
告
書
等
）

（
収
支
報
告
書
等
）

第
五
条

略

第
五
条

略

２

略

２

略

３

条
例
第
十
条
第
一
項
の
会
計
帳
簿
は
、
第
九
号
様

３

条
例
第
十
条
第
一
項
の
支
払
証
明
書
は
、
第
九
号

式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４

条
例
第
十
条
第
一
項
の
議
長
が
規
程
で
定
め
る
書

４

条
例
第
十
条
第
一
項
の
議
長
が
別
に
定
め
る
書
類

類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

第
九
号
様
式
の
二
に
よ
る
支
払
証
明
書

一
の
二

略

一

略

二

略

二

略

三

政
務
活
動
の
調
査
研
究
に
お
い
て
調
査
委
託
を

行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
一
号
様
式
の
二

に
よ
る
政
務
活
動
記
録
簿

四

政
務
活
動
の
研
修
会
に
参
加
し
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
第
十
一
号
様
式
の
三
に
よ
る
政
務
活
動
記

録
簿

五

政
務
活
動
の
研
修
会
を
開
催
し
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
第
十
一
号
様
式
の
四
に
よ
る
政
務
活
動
記

録
簿

六

政
務
活
動
の
広
報
紙
の
発
行
、
発
送
等
を
行
っ

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
一
号
様
式
の
五
に
よ

る
政
務
活
動
記
録
簿

七

政
務
活
動
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
開
設
等
を
行
っ

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
一
号
様
式
の
六
に
よ

る
政
務
活
動
記
録
簿

八

政
務
活
動
の
要
請
、
陳
情
活
動
等
を
行
っ
た
場



改

正

案

現

行

合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
一
号
様
式
の
七
に
よ
る
政

務
活
動
記
録
簿

九

政
務
活
動
の
会
議
、
意
見
交
換
会
等
に
参
加
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
一
号
様
式
の
八
に
よ

る
政
務
活
動
記
録
簿

十

政
務
活
動
の
会
議
、
意
見
交
換
会
等
を
開
催
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
一
号
様
式
の
九
に
よ

る
政
務
活
動
記
録
簿

十
一

政
務
活
動
に
関
す
る
会
費
等
を
支
出
し
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
一
号
様
式
の
十
に
よ
る
政

務
活
動
記
録
簿

十
二

政
務
活
動
に
関
す
る
事
務
所
費
を
支
出
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
一
号
様
式
の
十
一
に
よ

る
事
務
所
状
況
報
告
書

十
三

政
務
活
動
に
関
す
る
人
件
費
を
支
出
し
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
一
号
様
式
の
十
二
に
よ
る

雇
用
状
況
報
告
書
、
第
十
一
号
様
式
の
十
三
に
よ

る
雇
用
契
約
書
及
び
第
十
一
号
様
式
の
十
四
に
よ

る
賃
金
台
帳

十
四

政
務
活
動
に
関
す
る
備
品
代
を
支
出
し
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
一
号
様
式
の
十
五
に
よ
る

備
品
台
帳

十
五

政
務
活
動
に
関
す
る
葉
書
、
レ
タ
ー
パ
ッ
ク
、

切
手
代
等
を
支
出
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十

一
号
様
式
の
十
六
に
よ
る
受
払
簿

５

条
例
第
十
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
領
収
書
の
提
出

５

条
例
第
十
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
領
収
書
の
写
し

は
、
第
十
二
号
様
式
に
よ
る
領
収
書
等
添
付
用
紙
に

の
提
出
は
、
第
十
二
号
様
式
に
よ
る
領
収
書
は
り
付

貼
り
付
け
て
行
う
も
の
と
す
る
。

け
用
紙
に
は
り
付
け
て
行
う
も
の
と
す
る
。

６

議
長
は
、
条
例
第
十
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

６

議
長
は
、
条
例
第
十
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
た
収
支
報
告
書
及
び
領
収
書
等
の
写
し
を
、
第

さ
れ
た
収
支
報
告
書
及
び
領
収
書
等
の
写
し
（
以
下

十
三
号
様
式
に
よ
り
知
事
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

「
収
支
報
告
書
等
」
と
い
う
。
）
の
写
し
を
、
第
十

三
号
様
式
に
よ
り
知
事
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
証
拠
書
類
等
の
整
理
保
管
）

（
証
拠
書
類
等
の
整
理
保
管
）

第
六
条

会
派
の
政
務
活
動
費
経
理
責
任
者
及
び
議
員

第
六
条

会
派
の
政
務
活
動
費
経
理
責
任
者
及
び
議
員

は
、
政
務
活
動
費
の
支
出
に
つ
い
て
、
会
計
帳
簿
を

は
、
政
務
活
動
費
の
支
出
に
つ
い
て
、
会
計
帳
簿
を



改

正

案

現

行

調
製
し
、
そ
の
内
訳
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
証

第
十
四
号
様
式
に
よ
り
調
製
し
、
そ
の
内
訳
を
明
確

拠
書
類
等
を
整
理
保
管
し
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
当
該

に
す
る
と
と
も
に
、
証
拠
書
類
等
を
整
理
保
管
し
、

政
務
活
動
費
の
収
支
報
告
書
等
の
提
出
期
間
の
末
日

こ
れ
ら
の
書
類
を
当
該
政
務
活
動
費
の
収
支
報
告
書

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保

等
の
提
出
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


